別　紙 
[bookmark: _GoBack]提出物チェックリスト　※　この用紙も一緒にご提出ください。
以下の書類を郵送又はオンライン申請にてご提出ください。
１　事業系一般廃棄物の処理委託に関する契約書全ページの写し
　　　産業廃棄物収集運搬委託契約書と合わせて作成されている場合は、当該契約書を添付してください。
２　上記契約書に添付されている処理業者の許可証の写し　　　　　　　　　　　　
　（１）許可期限が有効なものをご提出ください。
　（２）期限が切れていた場合は、有効なものを処理業者にもらい、ご提出ください。
　（３）処理業者が許可を更新中の場合は、その旨がわかる書類をご提出ください。
３　一般廃棄物管理票（マニフェスト）伝票１日分（Ａ、Ｄ票）の写し　　　　　　　
全て交付番号が同じものをご提出ください。
※　産業廃棄物のマニフェストは不要です。
４　請求書などの支払いに関する書類（直近２ヶ月分）の写し　　　　　　　　　　
　　　１から４までは、取り扱いがない場合、不要です。
５　事前調査票１　足立区公式ホームページからダウンロードしてください。
　　　回答欄へのご記入をお願いいたします。
６　事前調査票２　足立区公式ホームページからダウンロードしてください。
（１）事業所内の事務所、休憩室等従業員の出入りが多い場所のごみ箱及び保管場所について写真の撮影をお願いします。
（２）それぞれについて、表示と中身がわかるように撮影をお願いいたします。
（３）写真は、１枠につき一枚添付してください。枠が足りない場合は、調査票２を複数枚ご用意いただく等してください。
（４）感染性廃棄物を排出している場合は、通常の保管場所とは別に写真を撮影し、添付してください。
（５）区の収集を利用されている場合は、事業系有料ごみ処理券に事業所名が記載されていることが確認できる写真も撮影し、添付してください。
（６）郵送にてご提出いただく場合は、カラー印刷をお願いいたします。
７　提出書類は控え（コピー）をご用意の上、事業所で保管してください。
　　　ご提出いただいた調査票等について、後日お電話させていただく場合があります。
